
（1）　平成27年12月18日　金曜日 第2718号宮　　城　　県　　公　　報

目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可 

（
農
業
振
興
課
）　
　

一

〇
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　
　

一

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
六
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　
　

二

公　
　
　

告

〇
財
政
状
況
の
公
表 

（
財　

政　

課
）　
　

三

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

三

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
契　

約　

課
）　
　

三

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

三

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

四

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

四

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
三
年
分
） 
五

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
四
年
分
） 
五

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
五
年
分
） 

五

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
六
年
分
） 

五

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
七
年
分
） 

六

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

六

〇
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
し
の
届
出 

六

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
訂
正
（
平
成
二
十
五
年
分
） 

七

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

七

収
用
委
員
会

〇
国
道
四
十
五
号
平
井
田
事
件
公
示
送
達 

一
一

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
八
十
九
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。
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成
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七
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二
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十
八
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城
県
知
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井　
　

嘉　
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一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
一
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
号

　

農
地
中
間
管
理
機
構
公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
一
月
七
日
ま
で
、
次
の
と

お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
二
の
と
お
り

二　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
手
樽
地
区
土
地
改

良
事
業
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
防
災
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
（
用
排
水
施
設
整
備
工

事
）））
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。
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な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
五
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

松
島
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
二
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

あ
け
ぼ
の
北
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
三
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

新
蛇
田
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
四
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

新
蛇
田
南
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
五
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

新
渡
波
西
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
六
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

新
渡
波
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
七
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

須
江
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

公　
　
　

告

〇
財
政
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
の
財
政
状
況
を
別
冊
三
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
増
田
四
丁
目
三
十
六
番
の
一
部
、
三
十
七
番
、

四
十
一
番
、
四
十
三
番
、
四
十
六
番
一
、
四
十
七
番
の
一

部
、
四
十
八
番
の
一
部
、
三
十
六
番
地
先
の
水
の
一
部
、

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

四
十
一
番
地
先
の
水
の
一
部
、
四
十
七
番
地
先
の
水
の
一

部

 

名
取
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

落
札
に
係
る
建
設
工
事
の
名
称　

（
仮
）
姥
ヶ
懐
ト
ン
ネ
ル
工
事
（
平
成
二
十
七
年
度
県
債
社
道
復
興
十
二

－

十

四

－

Ａ
〇
一
号
）

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁

目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

安
藤
ハ
ザ
マ
・
橋
本
店
・
上
の
組
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業

体　

代
表
者　

株
式
会
社
安
藤
・
間
東
北
支
店　

仙
台
市
青
葉
区
片
平
一
丁
目
二
番
三
十
二
号

五　

落
札
金
額　

三
十
七
億
五
千
五
百
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
）

六　

契
約
の
相
手
を
決
定
し
た
手
続
き　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
七
年
八
月
四
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

板
橋
美
保
後
援
会
「
な

で
し
こ
会
」

板
橋　

美
保

板
橋　

明
美

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
岩
口
下
三
七

－

一
一

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
十
三
日

植
田
美
枝
子
後
援
会

三
浦　

栄
子

植
田　

紗
良

岩
沼
市
栄
町
一

－

一

－

一

平
成
二
十
七
年
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十
一
月
十
一
日

大
久
し
げ
み
き
後
援
会

大
久　

照
巳

大
久　

幸
枝

名
取
市
愛
島
笠
島
字
北
南
沢
四
四

平
成
二
十
七
年

 

十
月
二
十
七
日

郷
内
良
治
後
援
会

本
郷　

満
雄

大
友
き
よ
み

名
取
市
愛
島
笠
島
字
上
北
沢
五

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
十
三
日

佐
々
木
み
さ
子
後
援
会

木
村　
　

溥

森　
　

由
雄

遠
田
郡
涌
谷
町
涌
谷
字
上
町
二
五

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
二
日

涌
澤
義
和
後
援
会

涌
澤　

義
和

涌
澤　

義
和

遠
田
郡
涌
谷
町
下
郡
字
石
那
田
三
五

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
二
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
多
賀
城
市

支
部

小
野
幸
次
郎

代

表

者

の

氏

名

小
野
幸
次
郎

寺
澤　

正
志

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
二
十
五
日

自
由
民
主
党
若
林
区
支

部

佐
藤　

正
昭

代

表

者

の

氏

名

佐
藤　

正
昭

菅
原　
　

健

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
一
日

自
由
民
主
党
仙
台
市
区

支
部
連
合
会

斎
藤　

範
夫

代

表

者

の

氏

名

斎
藤　

範
夫

岡
部　

恒
司

平
成
二
十
七
年

 

十
月
八
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

跡
部　
　

薫

加
藤　

和
彦

平
成
二
十
七
年

 
十
月
二
十
三
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

あ
べ
ま
さ
き
を
囲
む
会

宮
内　

弘
晶

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

塩
竈
市
尾
島
町
四

－

一

塩
竈
市
玉
川
一

－

五

－

一
二

平
成
二
十
七
年

 

十
月
一
日

井
戸
ま
さ
え
勝
手
応
援

団

井
戸　

正
枝

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
京
都
大
田
区
蒲

田
五

－

四
六

－

一

一

多
賀
城
市
高
崎
三

－

一
二

－

五

平
成
二
十
七
年

 

十
月
二
十
七
日

大
庭
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会

大
庭　

雅
寛

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
泉
区
八
乙

女
二

－

六

－

一
二

仙
台
市
泉
区
八
乙

女
中
央
一

－

四

－

一
五

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
一
日

佐
々
木
賢
司
後
援
会

鈴
木　

健
司

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

大
崎
市
三
本
木
字

東
浦
三
五

－

一

大
崎
市
三
本
木
字

東
浦
九

－

一

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
九
日

佐
々
木
こ
う
え
つ
後
援

会

沼
津
敬
太
郎

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

遠
田
郡
美
里
町
字

桜
木
町
一
三
三

遠
田
郡
美
里
町
北

浦
字
大
田
五

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
十
三
日

白
鳥
昭
浩
後
援
会

鈴
木　
　

清

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

登
米
市
南
方
町
鰐

丸
八
〇

－

一

登
米
市
迫
町
佐
沼

字
中
江
四

－

八

－

七

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
二
十
五
日

地
域
政
党
富
谷
町
民
党

相
澤　

嘉
樹

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

黒
川
郡
富
谷
町
鷹

乃
杜
三

－

四

－

一

六

黒
川
郡
富
谷
町
明

石
台
一

－

二
四

－

一
二

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
八
日

代

表

者

の

氏

名

相
澤　

嘉
樹

岩
田　

士
郎

会
計
責
任
者

の

氏

名

丸　
　

征
徳

相
澤　

嘉
樹

日
本
薬
業
政
治
連
盟
宮

城
県
支
部

一
條　
　

武

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
大

手
町
一

－

一

仙
台
市
泉
区
八
乙

女
三

－

三

－

一

平
成
二
十
七
年

 

七
月
二
十
四
日

守
屋
も
り
た
け
後
援
会

守
屋　

守
武

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

気
仙
沼
市
長
磯
浜

二
八

－

一

気
仙
沼
市
松
崎
高

谷
一
〇
八

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
六
日

わ
た
な
べ
忠
悦
後
援
会

亀
井　

達
夫

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

登
米
市
迫
町
佐
沼

字
大
網
五
三
四

登
米
市
迫
町
佐
沼

字
大
網
八
八

－

一

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
五
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

み
ん
な
の
党
仙
台
市
議
会
第
５
支
部

熊
澤　

孝
雄

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

み
ん
な
の
党
亘
理
町
議
会
第
１
支
部

鈴
木　

洋
子

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

愛
香
会

熊
谷　

敏
彦

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

い
た
ば
し
美
保
後
援
会
「
な
で
し
こ
会
」

板
橋　

美
保

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日

郷
内
良
治
後
援
会
（
設
立
届
出
年
月
日　

平
成
二
十
二
年
六
月

十
日
）

本
郷　

満
雄

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
日

佐
藤
と
も
ゆ
き
後
援
会

佐
藤　

智
之

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

柴
田
町
地
方
自
治
研
究
会

丹
野　

憲
彦

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
三
日
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チ
ー
ム
せ
ん
だ
い

熊
谷　

敏
彦

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

い
た
ば
し
美
保
後
援
会
「
な
で
し
こ
会
」

報
告
年
月
日
　
27. 11. 13（

24. １
. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

郷
内
良
治
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. 11. ２

（
27. 11. ２

解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

い
た
ば
し
美
保
後
援
会
「
な
で
し
こ
会
」

報
告
年
月
日
　
27. 11. 13（

24. １
. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

郷
内
良
治
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. 11. ２

（
27. 11. ２

解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

郷
内
良
治
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. 11. ２

（
27. 11. ２

解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
政
党
の
支
部
）

み
ん
な
の
党
仙
台
市
議
会
第
５
支
部

報
告
年
月
日
　
27. 11. 18（

26. 11. 28解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

み
ん
な
の
党
亘
理
町
議
会
第
１
支
部
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〇
宮
選
管
告
示
第
百
七
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
七
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
七
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

異
動
事
項

新

旧

　

異
動
年
月
日

井
戸　

正
枝

井
戸
ま
さ
え
勝
手

応
援
団

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
京
都
大
田
区
蒲
田

五

－

四
六

－

一
一

多
賀
城
市
高
崎
三

－

一
二

－

五

平
成
二
十
七
年

 

十
月
二
十
七
日

守
屋　

守
武

守
屋
も
り
た
け
後

援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

気
仙
沼
市
長
磯
浜
二

八

－

一

気
仙
沼
市
松
崎
高
谷

一
〇
八

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
六
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
七
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

熊
谷　

敏
彦

愛
香
会

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

佐
藤　

智
之

佐
藤
と
も
ゆ
き
後
援
会

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

報
告
年
月
日
　
27. 11. 11（

26. 11. 28解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

郷
内
良
治
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. 11. ２

（
27. 11. ２

解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
資
金
管
理
団
体
）

佐
藤
と
も
ゆ
き
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
佐
藤
　
智
之

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
山
元
町
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
27. 11. 19（

27. 11. 13解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

愛
香
会

報
告
年
月
日
　
27. 11. ９

（
27. 11. ６

解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

郷
内
良
治
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. 11. ２

（
27. 11. ２

解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

柴
田
町
地
方
自
治
研
究
会

報
告
年
月
日
　
27. 11. 24（

27. 11. 23解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

チ
ー
ム
せ
ん
だ
い

報
告
年
月
日
　
27. 11. ９

（
27. 11. ６

解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 
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〇
宮
選
管
告
示
第
百
七
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
平
成
二
十
六
年
宮
選
管

告
示
第
百
二
十
四
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　

自
由
民
主
党
宮
城
県
支
部
連
合
会
の
平
成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

７　

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
の
内
訳
中

「こ
の
街
仙
台
が
好
き
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
　
　
　
　

400,000円

　
　
　

仙
台
市
青
葉
区

」
の
次
の
行
に
、

「自
由
民
主
党
宮
城
県
第
四
選
挙
区
支
部

　
　
　

450,000円

　
　　

塩
竈
市

」
を
加
え
る
。

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
13号

　
宮
城
県
公
安
委
員
会
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
27年
12月
18日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
猪
俣
　
好
正
　
　

　
　
　
宮
城
県
公
安
委
員
会
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
公
安
委
員
会
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
17年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
６
条
第
１
号
中
「
運
転
免
許
証
」
を
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
」
に
改
め
、
同
条
中
第
３
号
を
第
４
号

と
し
、
同
条
第
２
号
の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

　
⑶
 　
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
以
下
「
任
意
代
理
人
」
と
い
う
。）
が
請
求
し
、
又
は
開
示
を
受
け
る
場
合
　

当
該
任
意
代
理
人
に
係
る
第
１
号
に
定
め
る
書
類
及
び
本
人
の
押
印
し
た
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
（
開
示

を
受
け
る
場
合
を
除
く
。）

　
様
式
第
１
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
1
号
（
第
５
条
関
係
）

（
表
面
）

個
人
情
報
開
示
請
求
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
求
者
　
住
　
　
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
番
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
事
務
所
又
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
業
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

　
　
個
人
情
報
保
護
条
例
第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る

個
人
情
報
の
内
容

（
知
り
た
い
情
報
の
内
容
を
具
体
的
に
記
入
願
い
ま
す
。）

開
示
の
方
法
１
　
閲
覧
・
視
聴
　
　
２
　
写
し
の
交
付
・
複
製
物
の
供
与
　
　
３
　
１
及
び
２

請
求
者
の
区
分
□
本
　
　
　
人
　
　
　
□
法
定
代
理
人
　
　
　
□
任
意
代
理
人
　
　
　
□
遺
　
　
　
族

　
（
任
意
代
理
人
に
つ
い
て
は
、
特
定
個
人
情
報
の
開
示
請
求
の
場
合
に
限
る
。）

個
人
情
報
の
本
人

の
状
況
等
（
法
定

代
理
人
、
任
意
代

理
人
又
は
遺
族
に

よ
る
請
求
の
場

合
）

本
人
の
状
況
（
法

定
代
理
人
に
よ
る

請
求
の
場
合
）

□
未
成
年
者
　
　
　
□
成
年
被
後
見
人

本
人
と
の
関
係

（
遺
族
に
よ
る
請

求
の
場
合
）

□
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。）

□
子
　
　
□
父
母
　
　
□
孫
　
　
□
祖
父
母
　
　
□
兄
弟
姉
妹

本
人
の
住
所

本
人
の
氏
名

電
話
番
号

　
　
任
意
代
理
人
か
ら
の
請
求
の
場
合
に
は
、
次
の
欄
に
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
私
は
、
本
件
開
示
請
求
に
係
る
権
限
を
本
件
請
求
者
（
氏
名
：
　
　
　
　
　
　
）
に
委
任
し
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
住
所

　
　
　
　
　
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　
（
実
印
を
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
　
※
　
次
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

請
求
者
等
確
認

担
当

課

個
人
情
報
の

特
定
内
容

備
考



第2718号　平成27年12月18日　金曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報
（
裏
面
）

　
注
１
 　
請
求
の
際
は
、
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康

保
険
の
被
保
険
者
証
等
）
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

　
　
２
 　
法
定
代
理
人
又
は
遺
族
が
請
求
す
る
場
合
は
、
注
１
の
書
類
の
ほ
か
本
人
と
の
関
係
を
証
明
す
る
た
め
に

必
要
な
書
類
（
戸
籍
謄
本
等
）
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

　
　
３
 　
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
注
１
の
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
と
な
る
ほ
か
、
開
示
を
請
求

す
る
と
き
に
本
人
の
押
印
し
た
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
　
４
 　
法
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
本
人
と
の
関
係
を
証
明
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
及
び
法
人
の
社
員
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
身
分
証
明
書
等
）
並
び
に
社
員
に
あ
っ
て
は
、
法
人
の
委
任
状
の
提
出
又
は
提
示

が
必
要
で
す
。

　
　
５
 　
個
人
情
報
の
本
人
が
死
者
で
あ
る
場
合
は
、「
本
人
の
住
所
」
欄
に
は
死
亡
時
の
住
所
を
、「
本
人
の
氏
名
」

欄
に
は
死
者
の
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
な
お
、
こ
の
場
合
、「
電
話
番
号
」
欄
の
記
入
は
不
要
で
す
。

　
様
式
第
12号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
12号
（
第
14条
関
係
）

（
表
面
）

個
人
情
報
訂
正
請
求
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
求
者
　
住
　
　
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
番
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
事
務
所
又
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
業
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

　
 　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
開
示
決
定
が
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
保
護
条
例
第
28条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訂
正
を
請
求
し
ま
す
。

開
示
を
受
け
た

年
月
日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

開
示
を
受
け
た

個
人
情
報
の
内
容

訂
正
を
求
め
る

箇
所
　
　
　
　

訂
正
を
求
め
る

内
容
　
　
　
　

請
求
者
の
区
分
□
本
　
　
　
人
　
　
　
□
法
定
代
理
人
　
　
　
□
任
意
代
理
人
　
　
　
□
遺
　
　
　
族

　
（
任
意
代
理
人
に
つ
い
て
は
、
特
定
個
人
情
報
の
訂
正
請
求
の
場
合
に
限
る
。）

個
人
情
報
の
本
人

の
状
況
等
（
法
定

代
理
人
、
任
意
代

理
人
又
は
遺
族
に

よ
る
請
求
の
場

合
）

本
人
の
状
況
（
法

定
代
理
人
に
よ
る

請
求
の
場
合
）

□
未
成
年
者
　
　
　
□
成
年
被
後
見
人

本
人
と
の
関
係

（
遺
族
に
よ
る
請

求
の
場
合
）

□
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。）

□
子
　
　
□
父
母
　
　
□
孫
　
　
□
祖
父
母
　
　
□
兄
弟
姉
妹

本
人
の
住
所

本
人
の
氏
名

電
話
番
号

　
　
任
意
代
理
人
か
ら
の
請
求
の
場
合
に
は
、
次
の
欄
に
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
私
は
、
本
件
訂
正
請
求
に
係
る
権
限
を
本
件
請
求
者
（
氏
名
：
　
　
　
　
　
　
　
）
に
委
任
し
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
住
所

　
　
　
　
　
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　
（
実
印
を
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
　
※
　
次
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

請
求
者
等
確
認

担
当

課
備

考

（
裏
面
）

　
注
１
 　
請
求
の
際
は
、
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康

保
険
の
被
保
険
者
証
等
）
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

　
　
２
 　
法
定
代
理
人
又
は
遺
族
が
請
求
す
る
場
合
は
、
注
１
の
書
類
の
ほ
か
本
人
と
の
関
係
を
証
明
す
る
た
め
に

必
要
な
書
類
（
戸
籍
謄
本
等
）
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

　
　
３
 　
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
注
１
の
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
と
な
る
ほ
か
、
訂
正
を
請
求

す
る
と
き
に
本
人
の
押
印
し
た
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
　
４
 　
法
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
本
人
と
の
関
係
を
証
明
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
及
び
法
人
の
社
員
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
身
分
証
明
書
等
）
並
び
に
社
員
に
あ
っ
て
は
、
法
人
の
委
任
状
の
提
出
又
は
提
示

が
必
要
で
す
。

　
　
５
 　
個
人
情
報
の
本
人
が
死
者
で
あ
る
場
合
は
、「
本
人
の
住
所
」
欄
に
は
死
亡
時
の
住
所
を
、「
本
人
の
氏
名
」

欄
に
は
死
者
の
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
な
お
、
こ
の
場
合
、「
電
話
番
号
」
欄
の
記
入
は
不
要
で
す
。
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様
式
第
16号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
16号

（
第
17条
関
係
）

（
表
面
）

個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
求
者
　
住
　
　
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
番
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
事
務
所
又
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
業
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

　
 　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
開
示
決
定
が
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
保
護
条
例
第
34条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
利
用
停
止
を
請
求
し
ま
す
。

開
示
を
受
け
た

年
月
日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

開
示
を
受
け
た

個
人
情
報
の
内
容

利
用
停
止
請
求

の
内
容
　
　
　

利
用
停
止
請
求

の
理
由
　
　
　

請
求
者
の
区
分
□
本
　
　
　
人
　
　
　
□
法
定
代
理
人
　
　
　
□
任
意
代
理
人
　
　
　
□
遺
　
　
　
族

　（
任
意
代
理
人
に
つ
い
て
は
、
特
定
個
人
情
報
の
利
用
停
止
請
求
の
場
合
に
限
る
。）

個
人
情
報
の
本
人

の
状
況
等
（
法
定

代
理
人
、
任
意
代

理
人
又
は
遺
族
に

よ
る
請
求
の
場

合
）

本
人
の
状
況
（
法

定
代
理
人
に
よ
る

請
求
の
場
合
）

□
未
成
年
者
　
　
　
□
成
年
被
後
見
人

本
人
と
の
関
係

（
遺
族
に
よ
る
請

求
の
場
合
）

□
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。）

□
子
　
　
□
父
母
　
　
□
孫
　
　
□
祖
父
母
　
　
□
兄
弟
姉
妹

本
人
の
住
所

本
人
の
氏
名

電
話
番
号

　
　
任
意
代
理
人
か
ら
の
請
求
の
場
合
に
は
、
次
の
欄
に
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
私
は
、
本
件
利
用
停
止
請
求
に
係
る
権
限
を
本
件
請
求
者
（
氏
名
：
　
　
　
　
　
　
　
）
に
委
任
し
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
住
所

　
　
　
　
　
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　
（
実
印
を
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
　
※
　
次
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

請
求
者
等
確
認

担
当

課
備

考
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収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
十
五
号

　

国
道
四
十
五
号
平
井
田
事
件
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六
十
六
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
通
知
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
、
出
頭
の
上

そ
の
交
付
を
受
け
て
下
さ
い
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

通
知
す
べ
き
書
類

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
一
日
付
け
宮
収
第
五
十
号
通
知
文

　
　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日
付
け
権
利
取
得
裁
決
書
及
び
明
渡
裁
決
書

二　

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

　
　

大
澤　

博
明　

 

住
所
・
常
居
所
不
明　

た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所
「
東
京
都
豊
島
区
池
袋
三
丁
目
三
番
一
六
号

ネ
ス
ト
要
三
〇
一
号
」

（
裏
面
）

　
注
１
 　
請
求
の
際
は
、
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康

保
険
の
被
保
険
者
証
等
）
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

　
　
２
 　
法
定
代
理
人
又
は
遺
族
が
請
求
す
る
場
合
は
、
注
１
の
書
類
の
ほ
か
本
人
と
の
関
係
を
証
明
す
る
た
め
に

必
要
な
書
類
（
戸
籍
謄
本
等
）
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

　
　
３
 　
任
意
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
注
１
の
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
と
な
る
ほ
か
、
利
用
停
止
を

請
求
す
る
と
き
に
本
人
の
押
印
し
た
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
　
４
 　
法
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
本
人
と
の
関
係
を
証
明
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
及
び
法
人
の
社
員
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
身
分
証
明
書
等
）
並
び
に
社
員
に
あ
っ
て
は
、
法
人
の
委
任
状
の
提
出
又
は
提
示

が
必
要
で
す
。

　
　
５
 　
個
人
情
報
の
本
人
が
死
者
で
あ
る
場
合
は
、「
本
人
の
住
所
」
欄
に
は
死
亡
時
の
住
所
を
、「
本
人
の
氏
名
」

欄
に
は
死
者
の
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
な
お
、
こ
の
場
合
、「
電
話
番
号
」
欄
の
記
入
は
不
要
で
す
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
平
成
28年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。


